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衆
議
院
議
員
の
補
充
の
現
状
と
課
題

市

辺

太

一

衆議院議員の補充の現状と課題

一
　
は
じ
め
に

二
　
衆
議
院
議
員
補
充
の
変
化
と
継
続
性

　
（
一
）
　
新
人
議
員
の
特
徴

　
（
二
）
　
世
襲
代
議
士
の
自
然
淘
汰
と
蓄
積

三
　
衆
議
院
議
員
の
補
充
の
改
革
の
方
向

　
（
一
）
自
由
民
主
党
の
候
補
者
選
定
案

　
（
二
）
日
本
新
党
の
候
補
者
公
募

　
（
三
）
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
党
に
お
け
る
候
補
者
の
選
抜

四
　
お
わ
り
に

は
じ
め
に

一
九
八
八
年
六
月
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
が
発
覚
し
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
政
治
改
革
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
一
九
八
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九
年
五
月
に
自
民
党
が
発
表
し
た
『
政
治
改
革
大
綱
』
の
な
か
に
は
、
改
革
の
決
意
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
国
会
開
設
百
年
に
当
た
る
来

年
十
一
月
ま
で
を
め
ど
に
、
抜
本
的
改
革
の
た
め
の
法
律
を
成
立
さ
せ
、
来
る
べ
き
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
、
活
力
に
満
ち
た
政
治
制
度

を
築
い
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
九
九
三
年
二
月
末
現
在
、
政
治
改
革
関
連
法
案
は
よ
う
や
く
衆
議
院
を
通
過
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
間
、
国
内
外
と
も
激
変
の
時
期
で
あ
り
、
政
治
改
革
に
取
り
組
む
条
件
が
揃
っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
の
も
ま
た
事
実

で
あ
る
。
年
表
風
に
並
べ
れ
ば
、
国
内
で
は
、
多
国
籍
軍
へ
の
支
援
、
証
券
不
祥
事
、
P
K
O
問
題
、
共
和
事
件
、
佐
川
急
便
事
件
、
金

丸
前
自
民
党
副
総
裁
脱
税
事
件
な
ど
が
あ
い
つ
い
で
起
き
た
。
国
際
的
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
、
ソ
連
の
解
体
と
独
立
国
家
共
同

体
の
成
立
に
よ
っ
て
、
戦
後
の
国
際
社
会
を
形
成
し
て
き
た
基
本
構
造
が
変
わ
っ
た
。
日
本
は
激
変
す
る
国
内
外
の
情
勢
に
、
後
追
い
的

に
対
応
し
て
い
く
の
に
汲
々
と
し
て
き
た
。

　
内
閣
も
、
一
九
八
七
年
一
一
月
に
発
足
し
た
竹
下
内
閣
か
ら
一
九
九
三
年
七
月
の
宮
沢
内
閣
の
辞
職
ま
で
四
つ
交
代
し
た
。
一
内
閣
の

平
均
継
続
期
間
は
、
わ
ず
か
約
一
・
四
年
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
リ
ー
ダ
ー
と
よ
ば
れ
た
竹
下
、
安
倍
、
宮
沢
は
、
い
ず
れ
も
リ
ク
ル
ー
ト

事
件
に
関
係
し
、
閣
僚
や
自
民
党
の
役
職
を
辞
任
し
て
い
っ
た
。

　
次
々
と
起
き
た
政
治
と
金
に
ま
つ
わ
る
事
件
は
、
一
九
五
五
年
以
来
つ
づ
い
て
き
た
自
民
党
単
独
政
権
の
燗
熟
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
状
況
に
終
止
符
を
う
っ
た
の
が
、
一
九
九
三
年
六
月
、
政
治
改
革
関
連
法
案
の
取
扱
い
を
め
ぐ
る
衆
議
院
の
解
散
で
あ
る
。
自
民
党

は
分
裂
し
、
さ
き
が
け
や
新
生
党
が
誕
生
し
た
。
自
民
党
は
内
部
か
ら
自
己
改
革
が
不
可
能
な
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。

　
総
選
挙
の
結
果
は
、
自
民
党
に
解
散
前
の
議
席
を
確
保
さ
せ
、
社
会
党
の
議
席
数
を
激
減
さ
せ
る
が
、
他
方
、
共
産
党
を
除
く
、
非
自

民
の
政
党
に
過
半
数
を
与
え
た
。

　
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
政
治
状
況
の
変
化
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
一
九
九
三
年
七
月
の
総
選
挙
に
当
選
し
た
新
人
議
員
の
分
析

を
通
じ
て
衆
議
院
議
員
の
補
充
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
日
本
新
党
が
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
は
じ
め
て
候
補
者
を
擁
立
し
た
が
、
既
成
の
政
党
と
異
な
っ
た
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
三
九
回
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と
四
〇
回
総
選
挙
に
当
選
し
た
世
襲
代
議
士
の
間
に
、
何
か
異
な
っ
た
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
衆
議
院
議
員
の
補
充
に
つ
い

て
、
新
し
い
方
法
を
取
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
取
ろ
う
と
し
て
い
る
政
党
は
あ
る
の
か
。
最
後
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
党
の
議
員
の
補
充

シ
ス
テ
ム
を
紹
介
し
て
、
衆
議
院
議
員
の
補
充
と
い
う
問
題
を
制
度
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。

二
　
衆
議
院
議
員
補
充
の
変
化
と
継
続
性

　
一
九
八
O
年
代
に
入
っ
て
、
衆
議
院
議
員
の
構
成
は
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
そ
の
変
化
は
新
人
議
員
数
に
み
る

こ
と
が
で
き
る
（
表
－
）
。
三
六
回
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
三
五
人
、
三
九
回
一
三
二
人
、
そ
し
て
四
〇
回
に
は
一
九
五
五
年
以

降
最
高
の
新
人
議
員
一
三
四
人
が
誕
生
し
た
。
三
九
回
と
四
〇
回
に
は
、
当
選
者
の
そ
れ
ぞ
れ
約
四
分
の
一
が
新
人
議
員
で
あ
っ
た
。

　
一
時
代
を
画
し
た
議
員
た
ち
が
、
衆
議
院
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
て
い
る
。
一
九
九
三
年
七
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
当
選
し
た
明
治
生

衆議院議員の補充の現状と課題

　　　表1　新人議員当選者数

総選挙回 人 数

36回 （1980年） 35人 （68％）

37 （1983 ） 84 （164 ）

38 （1986 ） 65 （127 ）

39 （1990 ） 133 （260 ）

40 （1993 ） 134 （26．2 ）

毎日新聞編「毎日選挙全記録’90総選挙』

（毎日新聞社）1990年、12、51ぺ一ジ、朝

日新聞選挙本部編『朝日選挙大観』（朝

日新聞社）第36回、37回、38回、39回衆

議院総選挙の各巻を参照。

ま
れ
の
議
員
は
、
原
健
三
郎
、
二
階
堂
進
、
河
本
敏
夫
、
桜
内
義
雄
の
わ
ず
か
四
名
を
残
す
の

み
と
な
っ
た
。

　
人
数
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
、
衆
議
院
議
員
の
な
か
に
質
的
変
化
も
起
き
つ
つ

あ
る
。
地
方
の
名
望
家
出
身
の
議
員
が
減
少
し
て
い
る
。
三
六
回
総
選
挙
を
最
後
に
引
退
し
た

灘
尾
弘
吉
（
衆
議
院
議
長
）
、
古
井
喜
実
、
三
八
回
の
坂
田
道
太
（
衆
議
院
議
長
）
な
ど
が
そ
の
代
表

で
あ
る
。
一
九
八
三
年
に
亡
く
な
っ
た
木
村
俊
夫
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
一
族
か
ら
後
継
者
を

出
さ
な
か
っ
た
。
小
坂
善
太
郎
、
赤
城
宗
徳
、
井
出
一
太
郎
の
よ
う
に
、
息
子
や
孫
を
後
継
者

に
し
た
議
員
も
い
る
。
彼
ら
は
派
閥
の
長
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
政
治
家
と
し
て
一
家

言
を
も
っ
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
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名
望
家
の
出
身
で
は
な
く
て
も
、
こ
の
時
期
に
引
退
し
た
議
員
は
、
各
分
野
に
お
い
て
名
を
な
し
た
人
た
ち
で
あ
る
。
総
理
大
臣
の
田

中
角
栄
、
福
田
超
夫
、
鈴
木
善
幸
、
三
木
武
夫
。
衆
議
院
議
長
の
前
尾
繁
三
郎
、
福
永
健
司
、
福
田
一
。
労
働
大
臣
の
石
田
博
英
、
法
務

大
臣
の
稲
葉
修
、
外
務
大
臣
の
園
田
直
、
自
民
党
総
務
会
長
、
政
調
会
長
を
つ
と
め
た
松
野
頼
三
な
ど
は
個
性
的
な
政
治
家
で
あ
っ
た
。

　
野
党
に
目
を
移
し
て
み
る
と
、
社
会
党
の
石
橋
政
嗣
、
公
明
党
の
竹
入
義
勝
、
民
社
党
の
佐
々
木
良
作
な
ど
の
党
首
が
、
同
じ
時
期
に

引
退
し
て
い
る
。

　
衆
議
院
は
創
設
さ
れ
て
一
〇
〇
年
を
こ
え
た
。
帝
国
議
会
は
戦
前
五
五
年
つ
づ
い
た
の
に
対
し
て
、
戦
後
の
国
会
も
す
で
に
四
八
年
経

過
し
て
い
る
。
議
員
も
量
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
質
的
に
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

（
一
）
　
新
人
議
員
の
特
徴

　
衆
議
院
議
員
の
質
的
量
的
変
化
は
、
新
人
議
員
の
特
徴
を
政
党
別
に
み
る
と
、
は
っ
き
り
す
る
。
表
2
の
よ
う
に
、
日
本
新
党
が
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
も
多
く
三
五
人
、
自
民
党
と
公
明
党
が
二
六
名
、
新
生
党
と
つ
づ
い
て
い
る
。

表2新人議員（政党別）①

日
本
新
党

政　党 人数 比率

日本新党 35人 26．1％

自民党 26 19．4

公明党 26 194

新生党 19 142

社会党 8 6．0

さきがけ 4 3．0

共産党 3 22

民社党 2 1．5

無所属 11 8．2

　
日
本
新
党
は
、
公
募
を
含
め
、
五
七
人
の
候
補
者
を
擁
立
し
、
七
月
一
八
日
に
お
こ
な
わ
れ

た
選
挙
の
結
果
、
三
五
人
が
当
選
し
た
。
埼
玉
、
千
葉
、
東
京
、
神
奈
川
の
首
都
圏
、
京
都
、

大
阪
、
兵
庫
の
近
畿
圏
、
愛
知
、
福
岡
、
そ
し
て
細
川
党
首
の
出
身
地
熊
本
の
各
県
に
、
当
選

者
全
体
の
八
O
％
が
集
中
し
て
い
る
。
各
選
挙
区
に
お
い
て
、
一
位
で
当
選
し
た
議
員
は
一
五

人
、
二
位
当
選
は
六
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
当
選
順
位
か
ら
新
党
ブ
ー
ム
を
伺

　
　
（
2
）

わ
せ
る
。

　
平
均
当
選
年
齢
は
四
一
・
九
歳
。
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
政
党
の
な
か
で
は
、
平
均
当
選
年
齢
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は
も
っ
と
も
若
い
。
最
年
少
当
選
者
は
、
参
議
院
議
員
秘
書
の
中
田
宏
（
神
奈
川
↓
区
）
の
二
九
歳
。
最
高
齢
は
、
文
部
省
審
議
官
で
あ
っ
た

中
島
章
夫
（
神
奈
川
三
区
）
の
五
七
歳
で
あ
る
。
通
常
、
世
襲
代
議
士
で
な
け
れ
ば
当
選
の
む
つ
か
し
い
二
〇
歳
代
が
二
名
、
四
〇
歳
代
ま
で

に
当
選
し
た
議
員
は
全
部
で
八
0
％
を
こ
え
る
（
表
3
）
。

　
表
4
は
、
当
選
者
の
主
要
な
職
業
を
一
つ
選
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
多
い
職
業
が
県
議
会
議
員
で
全
体
の
五
分
の
一
を
占
め
る
。
県
議

を
含
め
た
地
方
政
治
の
経
験
者
は
、
約
三
四
％
に
な
る
。
こ
れ
に
議
員
秘
書
、
官
僚
を
加
え
る
と
、
六
〇
％
弱
が
政
治
経
験
者
で
あ
る
。

国
会
議
員
団
の
平
均
年
齢
は
若
い
が
、
政
治
の
素
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
か
と
言
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
新
人
が
自

民
党
の
よ
う
に
県
議
や
秘
書
の
経
験
者
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

　
日
本
新
党
の
特
徴
は
、
専
門
職
、
そ
れ
に
団
体
役
員
が
多
い
こ
と
に
も
あ
る
。
テ
レ
ビ
キ
ャ
ス
タ
ー
、
評
論
家
、
記
者
、
弁
護
士
、
そ

し
て
日
本
リ
サ
イ
ク
ル
運
動
市
民
の
会
代
表
、
交
通
遺
児
育
英
会
事
務
局
長
、
環
境
保
護
団
体
役
員
な
ど
、
そ
の
職
業
は
多
彩
で
あ
る
。

　
学
歴
は
職
業
か
ら
も
類
推
で
き
る
よ
う
に
、
大
学
院
二
名
を
含
め
、
高
学
歴
で
あ
る
。
東
大
の
出
身
者
が
も
っ
と
も
多
く
、
慶
応
、
早

稲
田
と
つ
づ
い
て
い
る
（
表
5
）
。

　
松
下
政
経
塾
の
出
身
者
が
当
選
者
の
な
か
に
六
名
い
る
の
も
、
他
の
政
党
に
み
ら
れ
な
い
。

②
　
自
民
党

　
前
回
の
一
九
九
〇
年
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
自
民
党
の
新
人
議
員
は
四
三
名
で
あ
っ
た
。
自
民
党
に
新
生
党
と
さ
き
が
け
を
加
え
る
と
、

前
回
の
人
数
を
上
回
る
四
九
名
に
な
る
。

　
当
選
者
の
平
均
年
齢
は
四
五
・
四
歳
で
あ
る
。
五
〇
歳
代
が
も
っ
と
も
多
く
、
四
〇
歳
、
三
〇
歳
代
と
つ
づ
く
。

　
出
身
職
は
議
員
秘
書
が
約
四
割
に
な
り
、
県
議
、
官
僚
が
そ
れ
ぞ
れ
二
割
と
い
う
比
率
で
あ
る
。
経
験
者
を
数
え
る
と
、
議
員
秘
書
は

さ
ら
に
多
く
五
三
・
八
％
（
一
四
名
）
、
県
議
は
四
二
・
三
％
（
一
］
名
）
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
政
治
に
関
連
し
た
職
業
が
、
自
民
党
で
は
衆

議
院
議
員
へ
の
主
要
な
ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。
世
襲
代
議
士
は
二
六
名
中
こ
名
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
九
名
は
秘
書
の
経
験
が
あ
る
。
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表3　年齢構成（日本新党・自民党・新生党）

年齢

日本新党 自民党 新生党

人数 比率 人数 比率 人数 比率

20歳代

30

40

50

60

2人

13

146

5．7％

37．1

40．0

17．1

1人

6
9
1
0

3．8％

23．1

34．6

38．5

2人

9
7
1

10．5％

47．4

36．8

53

表4　職業（日本新党・自民党・新生党）

政党 人数・比率 県議 市議 首長 議秘 官僚 専門 団体 実業 その他

日
本

人数（人）

比率（％）
8
2
2

．9 2
5
7

2
5
7

5
1
4
．
3 3

8

．6 7
2
0

．0 5
1

4．3 2
5

．7

自
民

人数（人）

比率（％）
5
1
9

．2

1
3
．
8

10

38．5
5
1
9

．2

3
1
1
5

2
7
7新

生

人数（人）

比率（％）
2
1
0

．5 1
5

．3 8
4
2

．1

4
2
1
1

2
1
0
5

1
5
3

1
5
31）県議には都議と府議も含む。

表5　出身大学（日本新党・自民党・新生党）

政党 人数・比率 東京 慶応 早稲田 中央 私立 国立

日
本

人数（人）

比率（％）
6
1
7

．1

5
1
4
．
3

4
1
L
4

4
1
1

．4 9
2
5

．7 7
2
0

．0

自
民

人数（人）

比率（％）
5
1
9

．2 4
1
5

．2 3
1
1

．5

1 10 3
1
1
．
5

新
生

人数（人）

比率（％）
4
2
1
1

1
5
2
6

．3 2
1
0

．5

4
3
1
5

．8

1）中退を含む。

2）私立、国立は、表に名前をあげた以外の大学を総計したものである。
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出
身
校
は
東
大
が
も
っ
と
も
多
く
、
五
名
中
四
名
ま
で
が
高
級
官
僚
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。

③
　
新
生
党

　
平
均
年
齢
は
四
七
・
三
歳
。
二
〇
歳
代
の
議
員
は
一
人
も
い
な
い
。
日
本
新
党
、
自
民
党
、
新
生
党
の
三
党
を
並
べ
て
み
る
と
、
も
っ

と
も
平
均
年
齢
が
高
い
。
四
〇
歳
、
五
〇
歳
代
に
当
選
者
の
大
半
が
集
中
し
て
い
る
。

　
自
民
党
に
比
べ
て
、
一
つ
の
職
業
を
選
ぶ
と
議
員
秘
書
が
多
い
。
し
か
し
、
自
民
党
と
同
様
に
、
一
九
名
中
一
八
名
、
全
体
の
九
五
％

が
県
議
か
秘
書
の
い
ず
れ
か
の
職
業
を
経
て
い
る
。
官
僚
の
出
身
者
も
、
自
民
党
と
ほ
ぼ
同
じ
比
率
で
あ
る
。
議
員
の
補
充
と
い
う
点
か

ら
み
て
、
自
民
党
と
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
民
党
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
世
襲
代
議
士
が
二
名
と
少
な
い
点
で
あ
る
。

　
出
身
校
は
、
自
民
党
が
慶
応
と
立
教
を
合
わ
せ
る
と
二
二
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
新
生
党
が
早
稲
田
と
中
央
で
三
六
％
で
あ
る
。

④
　
公
明
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
均
年
齢
は
四
二
・
二
歳
で
あ
る
。
在
任
中
六
六
歳
に
な
る
議
員
は
、
原
則
的
に
立
候
補
で
き
な
い
と

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
定
年
制
が
あ
る
。
そ
の
た
め
だ
ろ
う
が
、
平
均
年
齢
も
日
本
新
党
に
つ
い
で
低
い
。
表
6
の
よ
う
に
、

党会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
歳
代
は
い
な
い
が
、
四
〇
歳
、
三
〇
歳
代
が
九
割
弱
に
な
る
。
組
織
政
党
の
特
徴
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。

社勢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
業
は
、
自
民
党
の
よ
う
に
、
県
議
、
議
員
秘
書
、
官
僚
に
集
中
す
る
こ
と
な
く
、
多
様
で
あ
る
。
県

明公
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
、
市
議
、
秘
書
な
ど
も
衆
議
院
議
員
へ
の
主
要
な
ル
ー
ト
と
は
言
え
な
い
。
公
明
党
の
特
徴
は
、
む
し

　成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
、
専
門
職
（
公
認
会
計
士
、
弁
護
士
が
各
二
名
）
、
会
社
員
や
党
に
関
係
し
た
職
業
に
あ
る
。

構齢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
身
校
は
特
定
の
大
学
に
集
中
し
て
い
な
い
。
他
の
政
党
に
比
較
し
て
、
京
大
や
創
価
大
学
の
出
身
者

年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
多
い
。

　
表
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
社
会
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
均
年
齢
は
四
八
・
四
歳
と
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
政
党
の
な
か
で
も
っ
と
も
高
い
。
年
代
で
み
て
も

年齢

公明党 社会党

人数 比率 人数 比率

20歳代

30

40

50

10人

133

38．5％

50．0

115

5人

3
625％
37．5
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表7　職業（公明党・社会党）

政党 人数・比率 県議 市議 地公 秘書 官僚 専職 会社員 組合 党役員 党新聞

公
明

人数（人）

比率（％）
1
3
8

1
3

．8 2
7

．7 1
3

．8

2
7
．
7

7
2
6
9

6
2
3
1

3
1

1．5

3
1
1
5社

ム
茶

人数（人）

比率（％） 3
3
7

．5

5
6
2
51）県議には府議も含む。

2）地公は地方公務員を、専職は専門職を略したものてある

表8　学歴（公明党・社会党）

政党 人数・比率 東京 京都 中央 創価 慶応 私立 国公 高卒 講習所

公
明

人数（人）

比率（％）
4
1
5
4

4
1
5

．4

4
1
5
4

3
1

1．5 2
7

．7 4
1
5

．4 4
1
5

．4 1
3

．8

社
ム
双

人数（人）

比率（％） 1
1
2

．5

1
1
2
．
5

3 2
2
5
0

1
1
2
51）私立は私立大学、国公は国立、公立大学の略称である。

2）私立、国公は、表に名前をあけた以外の大学を総計したものてある。

3）講習所は県立農業講習所てある。

四
〇
歳
、
五
〇
歳
だ
け
で
、
二
〇
歳
は
言
う
に
及
ば
ず
三
〇

歳
代
も
い
な
い
。

　
新
人
当
選
者
が
八
名
と
少
な
い
せ
い
も
あ
る
が
、
自
治
労

や
全
逓
な
ど
の
組
合
の
出
身
者
と
弁
護
士
な
ど
だ
け
で
あ
る

（
表
7
）
。
過
去
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
リ
ク
ル
ー
ト
の

パ
タ
ー
ン
に
戻
っ
て
い
る
。
新
人
議
員
の
選
挙
区
も
北
海
道
、

東
北
、
九
州
と
地
域
的
に
偏
り
が
あ
る
。

　
今
回
当
選
し
た
新
人
の
四
割
弱
が
、
大
学
で
は
な
く
、
高

校
や
講
習
所
の
出
身
で
あ
る
（
表
8
）
。

（
二
）
　
世
襲
代
議
士
の
自
然
淘
汰
と
蓄
積

　
政
治
家
族
と
世
襲
代
議
士
の
数
は
、
第
三
六
回
衆
議
院
議

員
総
選
挙
が
一
三
五
家
族
、
一
四
〇
代
議
士
、
三
九
回
が
一

四
〇
家
族
、
一
四
五
代
議
士
、
一
九
九
三
年
七
月
に
実
施
さ

れ
た
四
〇
回
は
一
四
三
家
族
、
一
四
六
代
議
士
で
あ
っ
た
。

過
去
、
一
三
年
間
、
徐
々
に
増
え
て
き
て
い
る
。

　
第
三
九
回
総
選
挙
に
お
い
て
は
参
議
院
か
ら
転
出
し
た
亀

井
久
興
を
含
め
る
と
、
過
去
最
高
の
三
〇
人
の
二
世
、
三
世
、

四
世
の
新
人
世
襲
代
議
士
が
誕
生
し
た
。
第
四
〇
回
で
は
一
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　　　　　　　　　　　　　表9　世襲代議士数（政党別）

総選挙回 自民党 新生党 さきがけ 社会党 民社党 公明党 社民連 日本新党 無所属

36回 118人 10人 6人 1人

（493） （9．3） （188） （30）

39 122 12 3 2 1人

（507） （8．6） （214） （4．3） （25，0）

40 102 16人 6人 8 5 1 1 1人 6人

（457） （29．1） （46．2） （114） （33．3） （2，0） （250） （29） （20，0）

1）（）内の数字は各政党内の比率（％）を表す。

2）無所属には、その後、自民党へ入党した笹川発（群馬2区）、田中真紀子（新潟3区）、大石千八

　　（静岡1区）、石破茂（鳥取全県区）、民社党には大矢卓史（大阪1区）、無所属にとどまった鳩山

　　邦夫（東京8区）を含む。

七
名
で
あ
っ
た
。

　
政
党
別
に
み
る
と
、
勿
論
、
自
民
党
の
人
数
が
も
っ
と
も
多
い
。
前
回
と
比
較
す
る
と
、

自
民
党
は
二
〇
名
減
少
し
て
い
る
が
、
新
生
党
、
さ
き
が
け
を
加
え
る
と
一
二
四
名
と
な

る
（
表
9
）
。
旧
自
民
党
は
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
後
入
党
し
た
議
員
を
加
え
る
と
、
一
二

九
名
に
な
る
。

　
比
率
で
は
、
さ
き
が
け
が
自
民
党
を
少
し
上
回
り
、
四
六
・
二
％
と
な
る
。
共
産
党
以

外
の
ど
の
政
党
に
も
世
襲
代
議
士
は
い
る
。

　
こ
の
代
議
士
の
世
襲
現
象
を
解
明
す
る
た
め
に
、
継
続
し
た
世
代
に
よ
っ
て
三
つ
の
タ

　
　
　
　
　
　
（
3
）

イ
プ
に
分
類
し
た
。

　
タ
イ
プ
ー
は
四
代
、
タ
イ
プ
H
は
三
代
、
タ
イ
プ
皿
は
二
代
つ
づ
い
た
政
治
家
族
で
あ

る
。
タ
イ
プ
皿
は
二
つ
に
細
分
化
し
た
。
第
一
世
代
が
、
戦
前
に
当
選
し
始
め
た
の
が
タ

イ
プ
皿
I
l
、
戦
後
に
な
っ
て
当
選
し
始
め
た
の
が
タ
イ
プ
皿
1
2
で
あ
る
。

　
こ
の
分
類
に
従
っ
て
、
三
九
回
と
四
〇
回
を
比
べ
て
み
よ
う
。
タ
イ
プ
ー
の
数
は
変
わ

ら
な
い
。
タ
イ
プ
H
で
は
一
人
落
選
し
た
が
、
新
た
に
三
人
増
え
た
。
タ
イ
プ
皿
1
1
は
、

タ
イ
プ
H
へ
移
っ
た
り
、
落
選
と
引
退
に
よ
っ
て
一
〇
名
減
っ
た
。
タ
イ
プ
皿
1
2
は
一

三
名
増
え
た
。

　
こ
の
タ
イ
プ
の
分
類
か
ら
、
何
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
タ
イ
プ
皿
ー
1
、
つ
ま
り
戦
前
に
始
ま
っ
た
政
治
家
族
の
減
少
で
あ
る
。
政
治

家
族
を
戦
前
と
戦
後
、
い
ず
れ
の
時
期
に
第
一
世
代
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
か
、
三
六
、
三
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九
、
四
〇
回
の
三
回
を
み
て
み
よ
う
。
表
1
0
、
表
1
1
、
表
η
の
よ
う
に
、
こ
の
一
三
年
間
に
お
い
て
、
家
族
数
は
五
六
、
三
五
、
二
五
家

族
へ
と
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
戦
前
に
始
ま
っ
た
政
治
家
族
は
一
様
に
減
少
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
三
代
、
四
代
タ
イ
プ
（
タ
イ
プ
ー
と
H
）
は
増
加
し

て
い
る
。
三
六
回
で
は
、
タ
イ
プ
ー
と
H
を
合
わ
せ
て
二
二
家
族
で
あ
っ
た
の
に
、
三
九
回
は
三
一
家
族
に
増
え
て
い
る
。
戦
前
に
始
ま

っ
た
政
治
家
族
は
自
然
淘
汰
さ
れ
、
継
続
的
に
代
議
士
を
送
り
つ
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
家
族
と
、
そ
う
で
な
い
家
族
に
両
極
化
し
て
い

る
。

　　　法学研究67巻12号（’94：12）

表10　政治家族数（第36回）

タイプ 家族数 人数 初当選時期

戦前 戦後

I
H
皿一1

皿一2

2家族
20

56

57

2人

23

57

58

2家族
20

56

57家族

総数

比率

135 140 78

578％

57

42．2％

表11　政治家族数（第39回）

タイプ 家族数 人数 初当選時期

交代率戦前 戦後

I
H
皿一1

皿一2

4家族
24

35

78

5人

26

36

78

4家族
23

35

1家族

78

50　％（2）

39．1　（10）

25　（9）
46．8　（36）

総数

比率

141 145 62

44．0％

79

560％

1）交代率は、新人議員および元議員かそれぞれのタイプに新しく

加わった比率てある。

2）　（　）内は新人議員と元議員を加えた数字てある。

表12　政治家族数（第40回）

タイプ 家族数 人数 初当選時期

交代率戦前 戦後

I
H
皿一1

皿一2

4家族
27

25

87

5人

28

26

87

4家族
25

25

2家族

87

0％（0）

107　（3）

7．7　（2）

21．8　（19）

総数

比率

143 146 54

37．8％

89

622％

1）交代率は、新人議員およひ元議員がそれぞれのタイプに新しく

加わった比率てある。

2）（）内は新人議員と元議員を加えた数字てある。
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三
　
衆
議
院
議
員
の
補
充
の
改
革
の
方
向

　
第
四
〇
回
衆
議
院
総
選
挙
に
当
選
し
た
議
員
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
最
近
の
補
充
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
し
か
し
議
員
の
補

充
と
い
う
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
議
員
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
結
果
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
議
員
の
養
成
や
議
員
選
抜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
方
法
、
も
っ
と
遡
れ
ば
そ
も
そ
も
政
治
家
と
し
て
の
資
質
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
新
し
い
議
員
の
補
充
の
方
法
を
提
案
し
て
い
る
自
民
党
の
一
連
の
政
治
改
革
案
や
、
そ
の
他
い
く
つ
か
注
目
す
べ
き
日
本
新
党
の
公
募

方
式
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
党
の
候
補
者
選
抜
を
見
て
み
た
い
。

衆議院議員の補充の現状と課題

（
一
）
　
自
由
民
主
党
の
候
補
者
選
定
案

　
自
民
党
は
、
一
九
八
九
年
五
月
二
〇
日
に
発
表
し
た
「
政
治
改
革
大
綱
』
の
「
5
　
党
改
革
の
断
行
（
2
）
近
代
的
国
民
政
党
へ
の
脱

皮
」
の
な
か
で
、
「
候
補
者
決
定
の
新
し
い
ル
ー
ル
」
と
し
て
、
「
婦
人
を
含
め
、
幅
広
く
有
能
な
人
材
に
政
治
へ
の
道
を
開
き
、
新
人
の

発
掘
、
登
用
を
可
能
と
す
る
新
し
い
ル
ー
ル
づ
く
り
」
に
言
及
し
て
い
る
。

　
約
一
年
半
後
の
一
九
九
〇
年
一
二
月
二
五
日
、
『
政
治
改
革
基
本
要
綱
」
と
し
て
、
こ
の
大
綱
は
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
。

　
「
第
五
　
党
改
革
に
つ
い
て
　
【
三
】
衆
議
院
議
員
候
補
者
の
選
定
方
法
」
の
な
か
で
は
、
一
般
的
選
定
方
法
と
新
制
度
移
行
後
の
特
例

的
選
考
方
法
に
分
け
て
書
か
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
候
補
者
選
定
委
員
会
の
設
置
で
あ
る
。
党
本
部
、
都
道
府
県
連
、
小
選
挙
区
支
部
に
候
補
者
選
定
委
員
会
を
置
く
。
こ
の
委
員

会
は
、
単
に
党
の
役
職
者
だ
け
で
な
く
、
党
員
、
党
友
の
各
界
代
表
者
、
当
該
の
有
識
者
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

　
こ
の
制
度
へ
一
挙
に
移
行
す
る
の
は
む
つ
か
し
い
の
で
、
特
例
措
置
と
し
て
、
小
選
挙
区
に
お
い
て
現
職
議
員
を
優
先
的
に
公
認
し
、

前
職
と
元
職
を
現
職
に
準
じ
て
扱
う
と
し
て
い
る
。
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制
度
定
着
後
は
、
小
選
挙
区
に
お
い
て
、
前
回
公
認
候
補
者
を
優
先
的
に
公
認
し
、
二
回
連
続
し
て
落
選
し
た
者
は
優
先
的
公
認
権
を

失
う
。

　
注
目
に
値
す
る
の
は
、
新
人
の
候
補
者
選
定
で
あ
る
。
本
部
の
候
補
者
選
定
委
員
会
が
候
補
者
資
格
審
査
を
行
い
、
こ
の
審
査
に
合
格

し
た
も
の
を
優
先
的
に
考
慮
す
る
。
公
認
申
請
の
プ
ロ
セ
ス
を
図
式
化
す
れ
ば
、
本
部
の
候
補
者
選
定
委
員
会
に
お
け
る
候
補
者
資
格
審

査
↓
選
挙
区
支
部
の
候
補
者
選
定
委
員
会
に
お
け
る
候
補
者
選
定
↓
都
道
府
県
連
↓
本
部
の
候
補
者
選
定
委
員
会
へ
の
申
請
と
な
る
。

　
新
し
い
点
は
、
候
補
者
資
格
審
査
で
あ
る
。
こ
の
審
査
は
、
後
に
述
べ
る
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
党
の
候
補
者
選
定
方
法
を
参
考
に
し
て
い

る
。
制
度
定
着
後
は
、
新
陳
代
謝
を
は
か
る
た
め
に
、
定
年
制
を
導
入
す
る
方
向
で
検
討
す
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
候
補
者
選
定
の
過
程
は
、
当
然
、
新
し
い
制
度
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
援
会
が
従
来
担
っ
て
き
た

役
割
は
、
選
挙
区
支
部
が
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
政
治
改
革
基
本
要
綱
』
は
、
「
【
二
】
地
方
組
織
の
再
編
強
化
」
と
い
う
章
を
設
け
、
こ
の
組
織
の
あ
り
方
を
論
じ
て
い
る
。

　
自
民
党
の
都
道
府
県
支
部
連
合
会
は
、
一
つ
の
県
が
一
つ
の
選
挙
区
に
な
る
参
議
院
選
挙
や
知
事
選
挙
の
際
に
は
組
織
と
し
て
対
応
し

て
き
て
い
る
。
衆
議
院
の
選
挙
制
度
が
中
選
挙
区
制
か
ら
小
選
挙
区
制
に
改
め
ら
れ
た
の
に
伴
っ
て
、
小
選
挙
区
と
同
じ
三
〇
〇
の
選
挙

区
支
部
を
設
置
す
る
。
こ
の
支
部
が
、
都
道
府
県
議
会
議
員
を
は
じ
め
と
す
る
各
レ
ベ
ル
の
議
員
、
首
長
を
支
援
す
る
組
織
を
包
括
し
、

そ
し
て
衆
議
院
議
員
後
援
会
な
ど
を
統
括
す
る
。
選
挙
区
支
部
の
連
絡
調
整
に
は
、
都
道
府
県
支
部
連
合
会
が
あ
た
る
。

　
こ
れ
ら
の
一
連
の
改
革
案
は
、
小
選
挙
区
制
度
の
導
入
が
前
提
と
な
る
。
選
挙
制
度
が
自
民
党
内
部
及
び
与
野
党
間
で
合
意
を
え
ら
れ

て
い
な
い
た
め
に
、
一
九
九
三
年
一
一
月
現
在
、
未
だ
実
行
さ
れ
て
な
い
。
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（
二
）
　
日
本
新
党
の
候
補
者
公
募

　
日
本
新
党
は
、
『
政
策
理
念
と
基
本
課
題
』

（
一
九
九
三
年
七
月
）
の
な
か
で
、
「
候
補
者
公
募
や
予
備
選
挙
制
度
」
を
提
案
し
て
い
る
。

日



本
新
党
が
求
め
て
い
る
議
員
と
は
、
「
人
格
識
見
が
優
れ
、
政
治
に
高
い
理
想
と
情
熱
を
持
ち
、
実
務
的
な
政
策
立
案
・
実
行
能
力
を
持
っ

た
」
人
で
あ
る
。
予
備
選
挙
に
つ
い
て
は
、
「
候
補
者
の
選
考
の
過
程
を
広
く
一
般
に
公
開
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
法
制
化
・
公
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

化
で
き
れ
ば
、
政
界
へ
の
新
規
参
入
が
は
る
か
に
容
易
」
に
な
る
と
し
て
い
る
。

　
候
補
者
は
重
点
地
域
に
お
い
て
公
募
さ
れ
た
。
広
島
で
は
、
一
九
九
三
年
三
月
一
八
日
づ
け
の
『
中
国
新
聞
』
に
、
次
の
よ
う
な
候
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

者
の
公
募
広
告
が
出
さ
れ
た
。

衆議院議員の補充の現状と課題

日
本
を
よ
く
す
る
熱
意
に
満
ち
て
い
る
人

ヤ
ミ
献
金
を
受
け
取
ら
な
い
人

国
際
協
調
を
優
先
す
る
人

国
民
の
気
持
ち
が
わ
か
る
人

地
元
よ
り
国
民
全
体
を
大
切
に
す
る
人

公
・
私
の
区
別
を
は
っ
き
り
す
る
人

暴
力
団
と
関
わ
り
の
な
い
人

政
治
へ
の
怒
り
を
行
動
で
示
せ
る
人

　
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
日
本
新
党
は
、
二
月
一
一
日
に
、
党
本
部
に
お
い
て
、
一
四
七
名
あ
っ
た
応
募
者
の
な
か
か
ら
、
一
五
名
を
対
象

に
、
演
説
選
考
、
討
論
選
考
、
面
接
な
ど
を
実
施
し
た
。
こ
の
候
補
者
公
募
に
よ
っ
て
、
枝
野
幸
男
（
埼
玉
五
区
、
二
八
歳
、
弁
護
士
）
、
三

浦
和
夫
（
岩
手
一
区
、
四
五
歳
、
会
社
経
営
）
の
二
名
が
公
認
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
武
田
百
合
子
（
埼
玉
四
区
、
四
五
歳
、
団
体
役
員
）
と
島
尻
昇
（
沖

縄
全
県
区
、
三
五
歳
、
会
社
社
長
）
が
公
募
候
補
者
と
な
っ
た
。
当
選
し
た
の
は
枝
野
と
武
田
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
方
法
は
参
議
院
選
挙
に
つ
づ
い
て
ま
だ
二
回
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
が

　（7

）

た
い
。
例
え
ば
上
記
の
新
聞
に
公
募
広
告
が
出
さ
れ
て
、
広
島
に
お
い
て
は
七
名
が
応
募
し
た
。
し
か
し
、
日
本
新
党
が
公
認
し
た
候
補

は
、
公
募
候
補
者
で
は
な
い
松
下
政
経
塾
出
身
、
広
島
市
議
会
議
員
中
原
好
治
で
あ
っ
た
。
こ
の
選
考
結
果
に
不
満
と
し
て
無
所
属
候
補

が
立
っ
た
り
、
ま
た
、
日
本
新
党
広
島
支
部
の
設
置
を
め
ぐ
っ
て
は
、
本
部
と
元
広
島
県
議
会
議
員
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
。

（
三
）
　
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
党
に
お
け
る
候
補
者
の
選
抜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
党
の
院
外
組
織
、
全
国
連
合
の
「
議
員
候
補
者
選
抜
委
員
会
」
（
評
島
餌
ヨ
①
暮
の
⑩
一
①
畠
9
ω
8
巳
、
P
S
B
と
略
記
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

は
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
議
員
の
志
望
者
に
対
し
て
、
資
格
試
験
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
一
九
三
五
年

に
始
ま
り
、
一
九
八
一
年
に
個
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
現
在
の
方
式
に
変
わ
っ
た
。
実
施
さ
れ
始
め
て
す
で
に
一
〇
年
以
上
の
年
月
が
経

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
選
抜
の
方
法
は
、
分
単
位
の
試
験
の
ス
ケ
ー
ジ
ュ
ル
か
ら
面
接
時
の
机
の
配
置
に
至
る
ま
で
、
細
か
く
マ
ニ
ュ
ア

　　　図1　候補者決定の過程

　　　　　　　　応募者
　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　申請書
　　　　　　　　　↓
　　　地域工一ジェントによる面接
　　　　　　　　　↓
　　　　　副幹事長による面接
　　　　　　　　　↓
　議員候補者選抜委員会によるPSBの実施
　　　　　　　　　↓
　　　候補者に関する常設諮問委員会

　　　　　　　　　↓

　　　　　　　承認リスト
　　　　　　　　　↓
　　　　　選挙区の候補者募集
　　　　　　　　　↓
　　　　　　　応募・審査
　　　　　　　　　↓

　　　　　　候補者の決定

1）『選挙制度調査団報告書』7、9ぺ一ジから作成。

ル
化
さ
れ
て
い
る
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
他
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
選
抜
の
方
法
と
理
想
的
な

議
員
像
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
応
募
か
ら
承
認
リ
ス
ト
ヘ
の
登
載
を
経
て
、
保
守
党
候
補
者
に
な
る
ま
で

の
過
程
を
図
示
化
す
る
と
、
図
1
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
応
募
者
は
本
部
か
ら
派
遣
さ
れ
た
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
面
接
を
受
け
、
合
格

し
た
者
は
副
幹
事
長
の
面
接
を
受
け
、
四
八
名
に
絞
ら
れ
る
。
P
S
B
に
よ

る
試
験
は
原
則
的
に
は
一
年
に
四
回
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
リ
ス
ト
登
載
者
が

十
分
あ
る
と
き
に
は
少
な
い
こ
と
も
あ
る
。
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議
員
候
補
者
選
抜
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
評
価
委
員
長
、
実
業
家
評
価
委
員
、
委
員
長
の
補
佐
、
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
（
全
国
連
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ロ

執
行
委
員
会
の
メ
ン
バ
i
）
、
下
院
議
員
、
補
助
ス
タ
ッ
フ
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
選
抜
試
験
は
二
日
間
三
六
時
間
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
一
九
九
〇
年
一
一
月
九
日
（
金
）
と
一
〇
日
（
土
）
に
実
施
さ
れ
た
試
験
に
は
、

四
八
名
に
絞
ら
れ
た
申
請
者
た
ち
が
集
ま
っ
た
。
彼
ら
は
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
、
受
験
し
た
。

　
P
S
B
受
験
者
の
職
業
は
、
会
計
士
、
不
動
産
業
、
弁
護
士
、
校
長
、
主
婦
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
多
様
で
あ
る
。
四
八
名
の
う
ち
、

女
性
は
九
名
。
年
齢
は
、
二
〇
歳
代
一
二
名
、
三
〇
代
二
二
名
、
四
〇
代
一
六
名
、
五
〇
代
七
名
で
あ
る
。
も
っ
と
も
多
い
年
齢
層
は
、

四
〇
歳
代
で
あ
る
。

　
テ
ス
ト
の
内
容
は
、
次
の
五
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

〈
テ
ス
ト
ー
〉
　
時
事
問
題
に
つ
い
て
の
自
由
討
論
。
テ
ー
マ
は
、
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
利
率
」
「
地
方
自
治
体
の
財
政
」
「
政
治
に
お

け
る
女
性
」
な
ど
一
〇
項
目
。

〈
テ
ス
ト
2
〉
　
グ
ル
ー
プ
作
業
。
グ
ル
ー
プ
と
し
て
解
決
を
見
つ
け
る
。
主
題
は
「
教
育
」
。
あ
な
た
が
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
を
改
善
す
る

権
限
を
与
え
ら
れ
た
ら
ど
う
し
ま
す
か
。
グ
ル
ー
プ
の
合
意
さ
れ
た
解
答
を
作
り
だ
す
た
め
に
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
課
題
に
ど
の
よ
う
に

取
り
か
か
る
か
を
見
る
。

〈
テ
ス
ト
3
〉
　
研
究
課
題
に
つ
い
て
の
論
述
。
課
題
を
提
示
し
、
チ
ー
ム
と
し
て
問
題
を
解
決
す
る
。

〈
テ
ス
ト
4
〉
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
試
験
。
主
題
を
選
ん
で
相
互
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
。

〈
テ
ス
ト
5
〉
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
て
デ
ィ
ベ
イ
ト
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
試
験
修
了
後
、
評
価
委
員
が
集
ま
っ
て
、
図
2
の
よ
う
な
項
目
に
つ
い
て
最
終
的
に
総
合
評
価
を
お
こ
な
う
。

　
各
項
目
に
は
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
一
つ
一
つ
細
か
く
解
説
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
判
断
の
基
準
は
、
保
守
党
議
員
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
で
、
上
記
の
一
八
項
目
に
わ
た
っ
て
、
五
段
階
評
価
さ
れ
る
。
「
力
が
あ
る
博
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図2　候補者プロフィールの記録

］知的潜在能力

実践的潜在能力

動機　　　　　　　　　一一1

性格・個性の潜在能力

学歴

関心の幅

政治意識

精神の活発さ

説得力

論述力

イニシャティブ

決意
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は
合
格
と
再
受
験
可
能
が
七
名
と
八
名
、
残
り
が
不
合
格
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
一
か
ら
二
分
の
一
で
あ
る
。

　
他
方
、
候
補
者
は
、
保
守
党
が
強
い
選
挙
区
か
ら
の
立
候
補
を
希
望
す
る
。
こ
の
よ
う
な
安
定
選
挙
区
へ
の
申
請
者
は
多
く
、
九
二
年

四
月
の
総
選
挙
の
と
き
の
チ
ン
フ
ォ
ー
ド
選
挙
区
で
は
、
二
七
〇
名
の
応
募
が
あ
っ
た
。
候
補
者
も
、
日
頃
、
ど
の
選
挙
区
か
ら
立
候
補

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
（
1
4
出

す
れ
ば
い
い
の
か
　
各
選
挙
区
の
情
報
を
収
集
し
て
㌧
る

　
こ
の
制
度
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
は
、
上
記
の
一
八
項
目
「
候
補
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
記
録
」
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
議
員
が
保
守
党
と

し
て
望
ま
し
い
か
、
「
理
想
的
な
議
員
像
」
を
具
体
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

き
わ
だ
っ
て
す
ぐ
れ
て
い
る
」
「
よ
い
H
平
均
以
上
、
す
ぐ
れ
て
い
る
」

「
平
均
日
ま
あ
ま
あ
」
「
能
力
が
不
足
し
て
い
る
日
平
均
に
達
し
て
い
な

い
」
「
劣
っ
て
い
る
目
明
ら
か
に
問
題
が
あ
る
」
の
五
段
階
で
あ
る
。
こ

の
評
価
に
よ
っ
て
、
「
合
格
、
地
方
議
員
と
し
て
は
合
格
、
再
受
験
可
能
、

不
合
格
」
の
四
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。

　
選
抜
委
員
会
の
結
果
は
、
候
補
者
に
関
す
る
常
設
諮
問
委
員
会
に
か

け
ら
れ
て
、
合
格
し
た
応
募
者
は
承
認
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
。

　
名
簿
登
載
者
は
、
立
候
補
し
た
い
選
挙
区
の
支
部
の
候
補
者
選
定
委

員
会
へ
応
募
す
る
。
支
部
の
委
員
会
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
選
考
委
員

か
ら
構
成
さ
れ
、
数
度
に
わ
た
る
面
接
な
ど
に
よ
っ
て
、
候
補
者
を
決

定
す
る
。
九
〇
年
二
月
の
試
験
に
お
い
て
は
、
四
八
（
女
性
一
〇
）
名
の

受
験
者
の
う
ち
合
格
が
二
四
（
女
性
六
）
名
、
地
方
議
員
候
補
者
と
し
て

　
　
最
終
的
に
リ
ス
ト
に
登
載
さ
れ
て
下
院
議
員
に
な
れ
る
の
は
三
分
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四
　
お
わ
り
に

衆議院議員の補充の現状と課題

　
過
去
数
年
、
内
外
の
状
況
が
急
速
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
衆
議
院
議
員
の
補
充
と
の
関
係
で
は
、
衆
議
院
議
員
の
世
代
交
代
が
進
み
、

質
的
に
も
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
一
九
五
五
年
体
制
も
崩
壊
し
、
自
民
党
の
分
裂
と
い
う
事
態
を
迎
え
、
議
員
の
補
充
が
ど
の
よ
う

な
方
向
に
進
ん
で
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
四
〇
回
衆
議
院
総
選
挙
は
、
解
散
か
ら
総
選
挙
ま
で
時
問
が
な
く
、
新
し
い
補
充
の
シ
ス
テ
ム
が
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。

　
日
本
新
党
の
議
員
公
募
制
は
衆
議
院
と
し
て
は
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
方
法
も
ま
だ
動
き
始
め
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　
自
民
党
に
支
配
的
な
補
充
の
パ
タ
ー
ン
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
地
方
議
員
、
代
議
士
秘
書
、
政
治
家
族
内
部
で
の
議
席
の
世
襲
で
あ
る
。

世
襲
代
議
士
の
分
析
は
、
わ
が
国
に
も
政
治
的
エ
ス
タ
ブ
リ
シ
ュ
メ
ン
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

　
自
民
党
は
「
政
治
改
革
基
本
要
綱
」
の
な
か
で
新
し
い
案
を
作
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
案
に
従
っ
て
候
補
者
の
選
抜
が
進
め
ら
れ
て
い

な
い
。
む
し
ろ
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
列
制
が
導
入
さ
れ
た
時
に
は
、
候
補
者
の
調
整
に
つ
い
て
は
「
派
閥
の
会
長
ら
を
中
心
に
行
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

必
要
が
あ
る
と
の
認
識
で
一
致
」
と
報
道
さ
れ
、
後
戻
り
の
感
さ
え
す
る
。

　
こ
れ
ら
に
比
べ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
党
の
選
抜
方
式
は
注
目
に
値
す
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
に
お
い
て
衆

議
院
議
員
の
あ
る
べ
き
姿
、
方
法
を
検
討
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
。

　
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
議
員
の
補
充
が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
個
人
的
な
ル
ー
ト
を
使
っ
て
議
員
を
補

充
す
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
家
を
志
そ
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
に
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
外
か
ら
も
見
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
政
党
へ

の
助
成
が
検
討
さ
れ
、
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
議
員
補
充
の
制
度
化
は
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
）
　
「
鴨
衆
院
選
当
選
者
の
顔
ぶ
れ
」
「
毎
日
新
聞
』
（
一
九
九
三
年
七
月
二
〇
日
）
を
も
と
に
し
て
年
齢
構
成
、
職
業
、
出
身
大
学
を
分
類
し
た
。
経
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歴
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
き
に
は
、
「
朝
日
新
聞
全
地
方
版
』
一
九
九
一
二
年
七
月
↓
七
日
に
あ
た
っ
て
確
認
し
た
。

（
2
）
　
『
産
経
新
聞
』
一
九
九
三
年
七
月
二
〇
日
参
照
。

（
3
）
　
三
つ
の
タ
イ
プ
の
詳
し
い
特
徴
は
、
市
川
太
一
『
「
世
襲
」
代
議
士
の
研
究
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
）
一
九
九
〇
年
を
参
照
。

（
4
）
　
議
員
の
補
充
は
、
議
員
に
な
る
ま
で
の
過
程
だ
け
で
な
く
、
議
員
を
引
退
し
た
後
の
進
路
と
関
係
が
あ
る
。
日
本
で
は
、
他
の
職
業
か
ら
議
員

　
へ
の
移
動
も
閉
鎖
的
で
あ
り
、
逆
に
議
員
か
ら
他
の
職
業
へ
の
移
動
も
容
易
で
は
な
い
。
一
般
的
に
、
職
業
移
動
の
流
動
性
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に

　
思
わ
れ
る
。
県
知
事
の
任
期
制
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
衆
議
院
議
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
ま
だ
論
議
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
ア
メ

　
リ
カ
に
お
い
て
は
、
上
下
両
院
議
員
の
任
期
に
つ
い
て
一
五
州
が
任
期
制
限
を
可
決
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
久
保
文
明
コ
九
九
二
年

　
選
挙
と
米
連
邦
議
会
の
変
化
」
『
国
際
問
題
』
一
九
九
三
年
二
月
号
を
参
照
。

（
5
）
　
『
政
策
理
念
と
基
本
課
題
』
（
日
本
新
党
事
務
局
編
・
発
行
）
一
九
九
三
年
、
五
三
－
五
四
ぺ
ー
ジ
。

（
6
）
　
応
募
資
格
は
広
島
県
内
の
選
挙
区
か
ら
次
期
衆
議
院
選
挙
立
候
補
を
希
望
す
る
満
二
五
歳
以
上
の
方
、
応
募
要
領
は
履
歴
書
小
論
文
「
な
ぜ
政

　
治
家
を
志
す
の
か
」
（
二
〇
〇
〇
字
程
度
）
、
締
切
日
は
一
九
九
三
年
四
月
一
〇
日
で
あ
っ
た
。

（
7
）
　
日
本
新
党
の
広
報
紙
『
コ
ム
ネ
ッ
ト
」
（
一
〇
㊤
o
。
③
）
「
候
補
者
公
募
進
む
！
」
、
「
衆
院
選
候
補
者
の
公
募
」
『
中
国
新
聞
』
一
九
九
三
年
四
月
一
七

　
日
、
「
衆
院
二
、
三
区
で
も
模
索
」
同
上
五
月
二
三
日
、
「
激
戦
の
様
相
一
段
と
」
『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
三
年
五
月
一
四
日
を
参
照
。
日
本
新
党
前
組

　
織
委
員
長
・
松
崎
哲
久
は
、
「
「
わ
が
日
本
新
党
』
と
の
訣
別
」
『
中
央
公
論
』
（
一
九
九
三
年
八
月
）
の
な
か
で
、
日
本
新
党
の
衆
議
院
議
員
公
認
を

　
め
ぐ
る
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
8
）
　
全
国
連
合
（
Z
讐
一
9
巴
⊂
巳
o
⇒
）
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
選
挙
区
の
団
体
を
代
表
す
る
機
関
で
あ
る
（
田
。
ご
三
閑
8
φ

§
鳴
等
。
薯
ミ
9
評
・
q
9
竃
ヨ
ミ
§
ひ
℃
①
お
巳
口
ω
o
。
頁
一
。
刈
“
も
■
霧
）
。

（
9
）
　
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
党
の
候
補
者
選
抜
に
関
す
る
資
料
は
、
自
民
党
政
治
改
革
副
本
部
長
谷
川
和
穂
衆
議
院
議
員
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。

　
谷
川
氏
は
一
九
九
〇
年
一
一
月
に
イ
ギ
リ
ス
に
調
査
に
出
か
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
を
「
選
挙
制
度
調
査
団
報
告
書
』
（
自
由
民
主
党
政
治
改
革
本
部
．

　
選
挙
制
度
調
査
会
編
発
行
、
一
九
九
〇
年
ご
一
月
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
超
党
派
の
視
察
団
が
イ
ギ
リ
ス
を
訪
問
し
た
と
き
に
、
当
時
の
小
沢

　
幹
事
長
と
中
西
政
治
改
革
担
当
副
幹
事
長
が
、
保
守
党
の
P
S
B
の
担
当
副
幹
事
長
か
ら
招
待
を
受
け
た
の
が
、
こ
の
調
査
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て

　
い
る
。
小
沢
は
「
資
金
力
の
あ
る
候
補
者
が
金
を
使
っ
て
争
う
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
予
備
選
挙
に
は
反
対
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
候

　
補
者
資
格
制
度
は
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
沢
一
郎
『
日
本
改
造
計
画
』
（
講
談
社
）
一
九
九
三
年
、
七
三
－
七
五
ぺ
ー
ジ
を
参
照
。

（
1
0
）
　
ロ
ー
ズ
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
通
常
、
個
々
の
選
挙
区
で
雇
わ
れ
、
義
務
は
個
々
の
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選
挙
区
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
党
の
本
部
で
訓
練
さ
れ
、
党
の
本
部
で
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の
資
格
は
認
定
さ
れ
る
。
選
挙
の
実
質
的
な

責
任
者
、
党
の
各
委
員
会
の
秘
書
、
党
の
活
動
家
の
リ
ク
ル
ー
ト
、
下
院
議
員
と
選
挙
区
の
仲
介
、
資
金
集
め
、
党
本
部
と
選
挙
区
の
連
絡
な
ど
が

主
な
仕
事
で
あ
る
。
保
守
党
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
大
多
数
の
選
挙
区
に
お
い
て
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
配
置
し
て
い
る
（
即
8
9
8
。
9
“

b
」
臼
）
。

（
1
1
）
　
、
ミ
N
言
ミ
邸
ミ
Ω
電
O
Q
鳴
隷
9
馬
睾
b
u
o
ミ
9
Z
o
’
o
。
♪
一
㊤
O
ρ
＞
Z
Z
国
図
＞
’

（
1
2
）
　
』
ぴ
§
鳩
＞
Z
Z
国
図
U
。

（
1
3
）
　
『
選
挙
制
度
調
査
団
報
告
書
」
一
三
ぺ
ー
ジ
。

（
1
4
）
　
山
田
宏
・
田
辺
信
宏
『
腐
敗
な
き
政
治
・
日
本
の
議
員
が
見
た
英
国
総
選
挙
の
戦
い
』
（
パ
ル
出
版
）

（
1
5
）
　
「
小
選
挙
区
導
入
時
に
は
派
閥
主
導
で
候
補
調
整
」
「
朝
日
新
聞
」
↓
九
九
三
年
八
月
二
五
日
。

一
九
九
二
年
、
一
七
五
－
一
八
一
ぺ
ー
ジ
。

衆議院議員の補充の現状と課題

〔
付
記
〕
本
稿
は
一
九
九
三
年
度
日
本
政
治
学
会
分
科
会
「
政
治
過
程
に
お
け
る
選
挙
」
（
大
東
文
化
大
学
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
二
日
）
に
お
い
て
報

告
し
、
提
出
し
た
論
文
に
最
小
限
の
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
立
政
権
の
誕
生
、
選
挙
制
度
の
改
正
後
の
各
党
の
新
し
い
取
り

組
み
に
つ
い
て
は
、
言
及
し
て
い
な
い
。

　
な
お
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
由
民
主
党
谷
川
和
穂
衆
議
院
議
員
、
日
本
新
党
山
田
宏
衆
議
院
議
員
、
日
本
新
党
勝
見
広
報
室
長
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
資
料
の
提
供
を
受
け
た
。
衆
議
院
選
挙
直
後
の
多
忙
な
時
間
を
さ
い
て
い
た
だ
い
た
。
公
明
党
の
候
補
者
選
抜
に
つ
い

て
は
、
福
岡
康
夫
広
島
県
議
会
議
員
（
元
衆
議
院
議
員
）
お
よ
び
公
明
新
聞
今
村
功
記
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
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